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第 13 回 生存権の法的性格 

堀木訴訟最高裁判決（最大判昭和 57 年 7 月 7 日民集 36 巻 7 号 1235 頁） 

 

「一 原審の適法に確定したところによれば、本件の事実関係は次のとおりである。 

 上告人は、国民年金法別表記載の 1 級 1 号に該当する視力障害者で、同法に基づく障害5 

福祉年金を受給しているものであるところ、同人は内縁の夫との間の男子堀木守（昭和 30

年 5 月 12 日生）を右夫との離別後独力で養育してきた。上告人は、昭和 45 年 2 月 23 日、

被上告人に対し、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の受給資格について認定の請求を

したところ、被上告人は、同年 3 月 23 日付で右請求を却下する旨の処分をし、上告人が同

年 5 月 18 日付で、被上告人に異議申立てをしたのに対し、被上告人は、同年 6 月 9 日付で、10 

右異議申立てを棄却する旨の決定をした。その決定の理由は、上告人が障害福祉年金を受給

しているので、昭和 48 年法律第 93 号による改正前の児童扶養手当法 4 条 3 項 3 号（以下

「本件併給調整条項」という。）に該当し受給資格を欠くというものであった。 

 二 そこで、まず、本件併給調整条項が憲法 25 条に違反するものでないとした原判決が

同条の解釈適用を誤ったものであるかどうかについて検討する。 15 

 憲法 25 条 1 項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

と規定しているが、この規定が、いわゆる福祉国家の理念に基づき、すべての国民が健康で

文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言した

ものであること、また、同条 2 項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保

障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定しているが、この規定が、20 

同じく福祉国家の理念に基づき、社会的立法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきこと

を国の責務として宣言したものであること、そして、同条 1 項は、国が個々の国民に対して

具体的・現実的に右のような義務を有することを規定したものではなく、同条 2 項によって

国の責務であるとされている社会的立法及び社会的施設の創造拡充により個々の国民の具

体的・現実的な生活権が設定充実されてゆくものであると解すべきことは、すでに当裁判所25 

の判例とするところである（最高裁昭和 23 年……9 月 29 日大法廷判決・刑集 2 巻 10 号 1235

頁）。 

 このように、憲法 25 条の規定は、国権の作用に対し、一定の目的を設定しその実現のた

めの積極的な発動を期待するという性質のものである。しかも、右規定にいう「健康で文化

的な最低限度の生活」なるものは、きわめて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内30 

容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況

等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、右規定を現実の立法と

して具体化するに当たっては、国の財政事情を無視することができず、また、多方面にわた

る複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする

ものである。したがって、憲法 25 条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置35 

を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠
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き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するの

に適しない事柄であるといわなければならない。  

 そこで、本件において問題とされている併給調整条項の設定について考えるのに、上告人

がすでに受給している国民年金法上の障害福祉年金といい、また、上告人がその受給資格に

ついて認定の請求をした児童扶養手当といい、いずれも憲法 25 条の規定の趣旨を実現する5 

目的をもって設定された社会保障法上の制度であり、それぞれ所定の事由に該当する者に

対して年金又は手当という形で一定額の金員を支給することをその内容とするものである。

ところで、児童扶養手当がいわゆる児童手当の制度を理念とし将来における右理念の実現

の期待のもとに、いわばその萌芽として創設されたものであることは、立法の経過に照らし、

一概に否定することのできないところではあるが、国民年金法 1 条、2 条、56 条、61 条、10 

児童扶養手当法 1 条、2 条、4 条の諸規定に示された障害福祉年金、母子福祉年金及び児童

扶養手当の各制度の趣旨・目的及び支給要件の定めを通覧し、かつ、国民年金法 62 条、63

条、66 条 3 項、同法施行令 5 条の 4 第 3 項及び児童扶養手当法 5 条、9 条、同法施行令 2 条

の 2 各所定の支給金額及び支給方法を比較対照した結果等をも参酌して判断すると、児童

扶養手当は、もともと国民年金法 61 条所定の母子福祉年金を補完する制度として設けられ15 

たものと見るのを相当とするのであり、児童の養育者に対する養育に伴う支出についての

保障であることが明らかな児童手当法所定の児童手当とはその性格を異にし、受給者に対

する所得保障である点において、前記母子福祉年金ひいては国民年金法所定の国民年金（公

的年金）一般、したがってその一種である障害福祉年金と基本的に同一の性格を有するもの、

と見るのがむしろ自然である。そして、一般に、社会保障法制上、同一人に同一の性格を有20 

する二以上の公的年金が支給されることとなるべき、いわゆる複数事故において、そのそれ

ぞれの事故それ自体としては支給原因である稼得能力の喪失又は低下をもたらすものであ

っても、事故が二以上重なったからといって稼得能力の喪失又は低下の程度が必ずしも事

故の数に比例して増加するといえないことは明らかである。このような場合について、社会

保障給付の全般的公平を図るため公的年金相互間における併給調整を行うかどうかは、さ25 

きに述べたところにより、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。また、この

種の立法における給付額の決定も、立法政策上の裁量事項であり、それが低額であるからと

いって当然に憲法 25 条違反に結びつくものということはできない。 

 以上の次第であるから、本件併給調整条項が憲法 25 条に違反して無効であるとする上告

人の主張を排斥した原判決は、結局において正当というべきである。（なお、児童扶養手当30 

法は、その後の改正により右障害福祉年金と老齢福祉年金の二種類の福祉年金について児

童扶養手当との併給を認めるに至ったが、これは前記立法政策上の裁量の範囲における改

定措置と見るべきであり、このことによって前記判断が左右されるわけのものではない。） 

 三 次に、本件併給調整条項が上告人のような地位にある者に対してその受給する障害

福祉年金と児童扶養手当との併給を禁じたことが憲法 14 条及び 13 条に違反するかどうか35 

について見るのに、憲法 25 条の規定の要請にこたえて制定された法令において、受給者の
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範囲、支給要件、支給金額等につきなんら合理的理由のない不当な差別的取扱をしたり、あ

るいは個人の尊厳を毀損するような内容の定めを設けているときは、別に所論指摘の憲法

14 条及び 13 条違反の問題を生じうることは否定しえないところである。しかしながら、本

件併給調整条項の適用により、上告人のように障害福祉年金を受けることができる地位に

ある者とそのような地位にない者との間に児童扶養手当の受給に関して差別を生ずること5 

になるとしても、さきに説示したところに加えて原判決の指摘した諸点、とりわけ身体障害

者、母子に対する諸施策及び生活保護制度の存在などに照らして総合的に判断すると、右差

別がなんら合理的理由のない不当なものであるとはいえないとした原審の判断は、正当と

して是認することができる。また、本件併給調整条項が児童の個人としての尊厳を害し、憲

法 13 条に違反する恣意的かつ不合理な立法であるといえないことも、上来説示したところ10 

に徴して明らかであるから、この点に関する上告人の主張も理由がない。 

 以上の次第であるから、論旨は、いずれも採用することができない。」 

  


